
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ 基本的事項

１ 事業の概要 特別会計名：水道事業会計

注１ 事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

  は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

 ２ 「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２ 財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注 平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

 なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

 記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

 のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

 以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３ 公営企業経営健全化計画の基本方針等

 注 計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。
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西播磨水道企業団

既存計画との関係

団  体  名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

計画策定責任者

公表の方法等

 企業長 八木 義弘

相生市・たつの市

利益剰余金又は積立金（百万円）

65円（H18) 1,622

550

資金不足比率    （％）

90.3(H18)

0.562(H18)

事  業  名

事業開始年月日 S11.10.12 地方公営企業法の適用・非適用

職員数※  (H19. 4. 1現在)

末端給水事業（上水道事業）

□適 用  □非適用

公営企業債現在高（百万円）

31

0

計 画 期 間

内   容

計 画 名

18.4(H19)0

基 本 方 針

区  分

 当企業団において、平成１７年度から平成２２年度にわたり施工中
の高度浄水施設建設により維持管理等経費の増加が考えられるが、今
後とも経費の削減に努力し、経営の健全化に取り組む。

 西播磨水道企業団経営健全化計画

 平成19年度～平成23年度

 中期経営プラン（平成18年度～平成22年度）の考え方を基本とする

 窓口及びホームページにより公表し、議員協議会にて説明する



Ⅰ 基本的事項（つづき）

４ 繰上償還希望額等

補償金免除額

注 「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

 日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

 認した補償金免除(見込)額を記入すること。

５ 平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１ 地方債計画の区分ごとに記入すること。

 ２ 必要に応じて行を追加して記入すること。
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合   計     (A)

事業債名

水道事業債（上水道事業）公
営
企
業
債

事業債名

合   計     (A)
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44,755 59,241 141,221 245,217

245,21744,755 59,241 141,221

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合  計

274,471

510,029

510,029

274,471

109,406

126,152

126,152

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

合   計     (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合   計     (B)

水道事業債（上水道事業）

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合  計

公営企業で負担するもの (A)-(B) 109,406 126,152 274,471

合   計     (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

245,217

合   計     (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 44,755 59,241 141,221

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

510,029

合  計

109,406

年 度 別 目 標
274繰上償還希望額

繰上償還希望額

274

52 52

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合  計 水道事業

142公営企業金融公庫資金 142

旧簡易生命保険資金



Ⅱ 財務状況の分析

 水道事業

課 題 ①物件費等の抑制

課 題 ②給与水準及び定員管理の適正合理化等

課 題 ③料金水準の適正化

課 題 ④一般会計からの繰出金の適正化

年度別目標

内    容

   従来は、事業に係る一般会計からの繰り出しがなされていなか
  ったが、平成18年度から繰り出しを受けるようになっている。経
  営基盤強化のため、今後も引き続き繰出基準に基づいた適正な繰
  出を受ける。

   節水型機器の普及や景気の低迷などによる大幅な減収により、
  コストに見合った適正な料金水準に引き上げなければならない。

   同規模の水道事業と比較して議員報酬が高く、職員数も多くな
  っており、適正な定員管理及び給与水準、議員報酬の見直しを行
  わなければならない。

   高度浄水施設整備事業の実施に伴う資本費及び維持管理費等の
  増加が今後見込まれるため、業務委託等により経費削減及び合理
  化を推し進めなければならない。



Ⅲ 繰上償還に伴う経営改革促進効果
１ 主な課題と取組み及び目標

 注１ 上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

  ２ 必要に応じて行を追加して記入すること。

   その他、議員報酬等を見直し平成１５年度から５％、平成１８年度から７５％の減額を実施した。

  年度別目標

１ 職員数の純減や人件費の総額の削減

２ 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

４ その他

取 組 み 及 び 目 標

   給与のあり方としては、平成１８年度における４名の退職者に対し平成１９年度の新規採用者を２名にし、２名の削減で年間１千６百万円及び平成２
  ０年度退職者１名の不補充により１千万円、平成２０年度の地域手当廃止による４百万円の人件費削減を図る。その結果地方公務員の職員数の純減の状
  況として中期経営プランに基づく職員数３０名となる。

   物件費の削減、民間委託の推進については、平成１９年度から滞納整理及び検針を民間委託し、事務の効率化を図ることで年間３百万円を削減し平成
  ２０年度からは、食糧費３０万円、交際費５０万円、消耗品２０万円の計１００万円を削減する。
   また、適正な料金水準への引き上げに向けた取組として、特別給水等において８％の単価改定で１千万円の増収と平成２３年度に平均８％の料金改定
  を予定し８千万円の増収を図る。

３ 一般会計からの負担金
   一般会計からの負担金としての繰出金は、平成１８年度から高度浄水施設整備事業の工事費に係る国庫補助基本額（６億円）から国庫補助金（２億円）
  を差し引いた額の１／４（１億円）を出資する旨の覚書を構成市である相生市及びたつの市と締結した。



Ⅲ 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２ 年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決 算） （決 算） （決 算） （決 算） （決算見込）

2,038 1,802 1,552 1,540 1,622 1,605 1,565 1,596 1,792 1,733

-238 -236 -250 -12 82 -17 -40 31 196 -59

特別給水 8％ 8％

 改善額（料金の適正化）※１ 10 10 10 90 120

100

 改 善 額（負担金の確保等） 100 100

 改 善 額

268 240 235 239 235 218 215 206 207 208

28 33 29 33 123 16 20 30 30 30 126

 改 善 額 14 19 16 18 67 0

 改 善 額 14 14 13 15 56 16 16 26 26 26 110

 改 善 額 4 4 4 4 16

54 64 39 60 40 30 20 20 20 20

239 267 291 265 267 311 316 312 326 330

 改 善 額（適正化） 3 4 4 4 4 19

15 9 10 10 2 2 2 2 2 2

 改 善 額 6 6 6 14 32 0

255 265

52

  

増 減

計画前５年間改善額 合計

その他（地域手当）

職員数の削減

 職員給与費（退職手当）

その他（議員等報酬）

維持管理費等

 職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

その他（      ）

料金改定率

課 題

一般会計負担金の額

計画合計目標又は実績

 注１ ※「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
  ２ 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

 改 善 額  合 計

（参考）補償金免除額

計画前５年間
実 績

収
入
の
確
保

給与水準

職員給与費の適正化

経
費
の
削
減

企業債現在高


